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まえがき 

 

日本における観測史上最大の東日本大震災が 2011 年 3 月に発生し，津波による甚大な被害と，

その後の電力不足に伴う計画停電の実施や節電目標により，不適切な消灯に起因する劣悪な視環

境が出現したことは，照明関係者の記憶にあるところである．一方，地球環境問題も後押しとな

り，省エネルギー効果が見込まれる LED 照明のへ期待が高まった．LED 光源の技術はさらに進歩

して，高出力化，長寿命化，低価格化が進み，生活の至るところに加速度的に普及した．屋内だ

けでなく，公園，広場，街路，道路，トンネルなど，屋外環境でも LED 照明の利用が拡大した．

しかし，屋外の LED 照明は，見る方向によって従来光源より眩しいとの批判の声が聞かれた．中

でも街路に設置する LED 照明は，路面照度を確保しつつ，設置間隔を広げてより遠くまで路面と

鉛直面の照度を確保することが性能上求められ，不均一で過剰な発光部を持つ照明器具が多く出

回った．これが，グレアの原因につながったことを指摘せざるを得ない． 

従来の屋外照明は，電球，蛍光ランプ，HIDランプなど，発光部の輝度分布が比較的均一であっ

た．照明学会の技術規格 JIES-010「歩行者の安全・安心のための屋外照明基準」（2014）は，この

ような器具を対象に示されている．グレア評価についても，GR（Glare Rating）や TI（Threshold 

Increment）値で評価し，輝度値を制限するといった方法しか見当たらない．高輝度部があって不

均一な輝度分布を持つ LED照明には，適用が不向きであるといえる． 

そのような状況の中， 2012 年度から 3 年間，照明学会「屋外環境における LED 照明器具のグ

レアに関する研究調査委員会」において，LED 照明の不快グレアに関する知見を得ることを目的

に，世界に先駆けて実験を行って検討した．その結果を「屋外環境における LED 照明器具のグレ

アに関する研究調査委員会報告書, JIER-124 (2016)」に示している．「屋外歩行者空間における

LED 照明の不快グレアに関する指針」は，主としてこの JIER-124 で得られた研究成果をもとに、

「不快グレア抑制のための指針」を示した．本指針によって，街路における LED 照明の短所が克

服され，次の世代へと受け継がれていくことを願う． 

最後に，本指針作成においては，「屋外環境における LED照明器具のグレアに特化した照明指

針作成委員会」委員各位には，多大な協力を得た．ここに記して心より感謝を申し上げる． 

 

平成 29 年 12 月  

一般社団法人 照明学会 

屋外環境における LED 照明器具のグレアに特化した照明指針作成委員会 

委員長 岩田三千子 
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1. 背景 

LED 照明の普及が進む中，屋外街路に設置される LED 照明には発光部に輝度が高い

部分があり不均一なものが存在する．これらは，発光部の輝度分布が均一な場合よりも

強い不快グレアを引き起こすことが指摘されている 1-8)．特に，夜間の公園や街路など

の屋外歩行者空間では順応輝度が低いので，比較的低い光源輝度でも不快グレアを感じ

やすい．よって，屋外歩行者空間における LED 照明の不快グレア対策は非常に重要な

課題であるといえる． 

現行の街路照明のグレア規制については，照明学会・技術規格 JIES-010(2014) 「歩行

者の安全・安心のための屋外照明基準」 9)の中で，GR，光度，発光部輝度などの値が示

されている．しかし，ここで示されている不快グレア規制は，HID ランプや蛍光ランプ

などを対象に作成されており，LED 照明に適用可能であるかどうかについては，第Ⅱ部

の資料編において， 

 

と問題提起しているが， 

と指摘するのみに留まっている． 

これに対し，本指針は，発光部の輝度分布が不均一な街路照明により生じる不快グレ

ア規制の指針を示すものである． 

 

2. 適用範囲 

この指針は，屋外歩行者空間において，対向する歩行者や自転車，段差，表出物など

の視認性を向上させ，通行上，防犯上の安全性を確保することを目的として設置する

LED 照明に適用する． 

 

 

 

屋外街路に設置される LED 照明器具には，LED モジュールの極端に高輝度な部分

がグローブ越しに見えるものがある．それらの輝度分布形状は，従来の拡散性の高

い器具と大きく異なる．よって，従来のグレア評価規制を LED 照明器具に適用す

ることは不適切かもしれない（一部，省略）． 

「グレアの計量方法と配光の制限方法など，LED 照明器具の特性を考慮した検討が

必要である」 
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3. 用語及び定義 

この指針で用いる主な用語及び定義は，JIS Z 8113 によるほか，次による． 

3.1 街路照明 

主に歩行者交通のために街路（市街地の道路）に設置される照明． 

3.2 グレア評価値（Glare Rating）, GR 

1994 年に国際照明委員会（CIE）が屋外運動競技及び広場照明施設のために規定し

た不快グレア評価方法に基づく値． 

注記 1  GR の詳細は，CIE112 を参照． 

3.3 発光部の平均輝度 Lave10，Lave100 

画像測光より得られた発光部の最大輝度 Lmax の 1/10 以上，あるいは 1/100 以上の

輝度値を有する画素を対象に算出した平均輝度を Lave10あるいは Lave100 という． 

 

4. 指針策定の根拠 

照明学会では「屋外環境における LED 照明器具のグレアに関する研究調査委員会

（2013-2015）」を設置し，JIES-010（2014）の中で示されている規制を，発光部の輝度

分布が不均一な LED 照明の不快グレア評価に適用する際には修正する必要があること

を示唆した 10)．以下に，そこに示されている具体的な研究成果の内容を記す． 

① 発光部の輝度分布が不均一な照明器具は，比較的均一なものよりも強い不快グレ

アを引き起こす（図 3.3-1110)参照）． 

② GR は，発光部の輝度分布が不均一な照明器具の不快グレアを過小評価する傾向

にある（図 3.3-1110)参照）． 

③不快グレアを強く感じる方向は，照明器具の鉛直角 85 度方向ではなく 60～80 度の

範囲にある（図 3.1-7 および 図 3.3-410)参照）．  

④不快グレアは，歩行者の眼前照度 Eeye や等価光幕輝度 Lvl よりも，画像測光より得

られた発光部の最大輝度 Lmaxや平均輝度 Lave10（あるいは Lave100 ）と強い相関があ

る（図 3.3-6～1410)参照）． 

⑤ 1 分/pixel 程度の分解能で輝度分布を測定したときに，Lave10 が 100,000 cd/m2 にな

ると「まぶしい」と感じる者が半数に達する（図 3.3-1310)参照）． 

⑥ 過去には相関色温度がグレアに影響するという報告がある 11-14) ものの，光源の相

関色温度の影響は明確ではない． 
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5. 不快グレア抑制のための指針 

前項で述べた指針策定の根拠に従い，屋外歩行者空間における LED 照明の不快グレ

ア規制に関する指針を以下に示す． 

1． 発光部の輝度分布をできる限り均一にすることが重要な対策法である． 

2． 発光部に極端に高輝度な部分が存在する場合は，GR のみならず，目標とする不快

グレア評価水準を個別・具体的に設定して，平均輝度（Lave10など）を抑制する必

要がある． 

（参考）文末の＜補足資料＞に，関連する主観評価実験の結果を参考として紹介

している． 

3． 不快グレアを強く感じる照明器具の鉛直角 60～80 度方向の光度を抑制すること

が一つの対策法である． 

 

6. おわりに 

「歩行者の安全・安心のための屋外照明基準（JIES-010）」では，不快グレアを抑制す

るための規制値として光度の上限値を示しているが，「屋外環境における LED 照明器具

のグレアに関する研究調査委員会」は，照明器具発光部の不均一な輝度分布が不快グレ

アに影響を及ぼすことや照明器具の鉛直角 60〜80 度方向の光度を抑制することの重要

性を指摘し，JIES-010 の基準では不十分であることを明らかにした．従って，本指針で

は，目標とする不快グレアの水準に応じて，発光部の輝度分布から算出する平均輝度

（Lave10など）との関係で抑制する方法を指針として示した． 

しかしながら，輝度分布測定についてはまだ課題があり，現在，別の委員会で並行し

て検討が行われている．視環境評価のための画像測光の推奨方法が明示されるまでは，

画像測光だけでなくスポット輝度計などで光源部の輝度を測定することが望ましい． 

本来，屋外歩行者空間の不快グレアは，光源を区別することなく評価すべきである．

しかし，現時点ではその評価基準の確立には至っていない．引き続き日進月歩に進化す

る技術に合わせて有用な知見を得て，街路照明についての不快グレアの評価基準の確立

を目指す必要があることをここに追記する．  
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＜補足資料＞（参考） 

外乱光の少ない場所に幅員 5m の生活道路を模した空間を作り，テスト光を高さ 4.5m，

35m 間隔に設置し，図 1 の評価水準を用いて実施された主観評価実験の結果を紹介す

る． 

 

 

 

図１ 不快グレアの評価水準 

 

図 2 に，「歩行者空間における LED 照明の不快グレアに関する研究」15)の実験データ

（実験 A）と屋外環境における LED 照明器具のグレアに関する研究調査委員会 10)が実

施した実験データ（実験 B）を示す．図中の照明器具発光部の平均輝度 Lave10 は，照明

器具から 3.6m～34.3m 離れた６ヵ所（鉛直角 50～85 度）から，1 分/pixel 程度の分解能

で測定した輝度分布を用いて算出している．なお，両実験で評価された 14 種類のテス

ト光は，発光部の輝度分布が比較的均一な LED 照明器具と不均一な LED 照明器具，お

よび従来光源の照明器具で構成されている．図 2 より，Lave10が 20,000 cd/m2 程度で「3：

ややまぶしい」と評価され，100,000 cd/m2 程度のとき「5：まぶしい」と評価されるこ

とが分かる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 不快グレア評価と発光部平均輝度との関係 

注）図中のデータは，1 分/pixel 程度の分解能で測定 

 

※この＜補足資料＞（参考）は，関連する主観評価実験の結果を紹介するものであり，指針の一部では

ない． 
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